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          ◎開会及び開議の宣告 

○議長（伊藤福章君） おはようございます。 

  定刻並びに出席議員が定足数に達しておりますので、ただ今から平成18年第1回美郷町議会

臨時会を開会いたします。 

  直ちに会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

 

 

          ◎会議録署名議員の指名 

○議長（伊藤福章君） 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議規則第118条の規定により、9番、武藤 威君、10番、戸沢藤一君を指名いたします。 

 

 

          ◎会期の決定 

○議長（伊藤福章君） 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。本臨時会の会期を本日1日限りとしたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（伊藤福章君） 異議なしと認めます。 

  したがって、会期は本日1日限りと決定いたしました。 

 

 

◎議長の諸般報告 

○議長（伊藤福章君） 日程第3、諸般の報告を行います。 

  1として、町の監査委員より、例月出納検査、平成17年度予算11月分並びに平成17年度予算

12月分の報告がありました。その写しを皆さんのお手元に配布しております。それをもって
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報告にかえさせていただきます。 

  

 

          ◎町長の招集あいさつ 

○議長（伊藤福章君） 日程第4、本臨時会の招集にあたって、町長の招集あいさつの申し出が

ありました。これを許します。 

 町長 松田知己君、登壇願います。 

          （町長 松田知己君 登壇） 

○町長（松田知己君） 本日、平成18年第1回美郷町議会臨時会を招集いたしましたところ、議

員各位にはご出席をいただきお礼申し上げます。 

  初めに豪雪並びに雪害関係についてご報告いたします。町内６箇所に設置された積雪観測

地点の平均積雪量の推移を踏まえ、昨年12月28日に美郷町豪雪対策警戒部を設置しました。

町内の連絡体制及び対応体制の強化を図るとともに、雪害防止等のチラシ配布及びホームペ

ージでの情報提供などを通じ、町民の注意喚起に努めております。 

  また、1月5日には平均積雪量が132センチメートルとなり、美郷町豪雪対策本部に切りかえ

るとともに、公共施設や道路の除排雪の徹底、雪おろしに関する問い合わせへの対応、一人

暮らし老人等への巡回など、関係機関からもご協力をいただきながら各般の対策を講じてお

ります。さらに、高齢者世帯の除排雪など、各団体機関が独自に実施する取り組みにも協力

体制で臨み、町全体として豪雪対策が迅速かつ円滑に展開されるように努めているところで

す。 

  被害状況についてですが、1月31日現在、除雪作業中に体調変化等によりお二人の方が亡く

なられております。心よりお悔やみを申し上げます。また、６人の方がけがをされておりま

す。心からお見舞いを申し上げます。 

  また、物的被害につきましては、12件の事故等が発生しております。内訳としては、千屋

松杉並木地内において、樹木が倒れ町道をふさぐなど5件、本堂公園において、樹木が真昼荘

の屋根に倒れるなど2件、阿摩部町有地において、樹木が倒れ民地の果樹に被害を与えるなど

1件、その他、地区で農業用ビニールハウスや農作業小屋の倒壊など、4件の事故等が発生し

ております。さらに、1月15日には旧畑屋財産区で雪崩が発生しておりますが、幸い被害はあ

りませんでした。 
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  豪雪対策本部では引き続き積雪状況等を監視しながら、各種の情報収集に努めるととも

に、状況に応じた各般の対策に万全を期してまいります。 

  続いて、提出いたしました議案の概要をご説明申し上げます。 

  報告第1号専決処分事項の報告についてですが、昨年11月30日、横手市阿摩部の町有地にお

いて、杉が倒れ隣地の果樹に被害を与えたため、和解及び損害賠償の額を専決処分により定

めたことについてご報告するものです。 

  議案第1号平成17年度美郷町一般会計補正予算第9号ですが、豪雪に係る道路除排雪予算の

増額についてお諮りするものです。 

  以上、豪雪に関しての対応状況並びに提出議案の概要をご説明申し上げましたが、今般の

豪雪につきましては、市町村財政が厳しい中で、適切かつ迅速な対策が講じられるよう、除

排雪経費への国庫補助を始め、特別交付税の前倒し交付などが検討されている旨の情報があ

ります。町としては、こうした取り組みが確実に実施されていくよう、関係省庁、機関に対

し強く働きかけ、財源の確実な確保に努めてまいりたいと存じます。 

  なお、提出議案の詳細につきましては、担当課長に説明させますので、よろしくご審議賜

りますようお願い申し上げます。 

  以上をもちまして、招集のあいさつといたします。 

 

 

          ◎報告第１号の上程、説明 

○議長（伊藤福章君） 日程第5、報告第1号 専決処分事項の報告をいたします。 

 報告第1号を朗読いたします。事務局長。 

          （事務局長朗読） 

○議長（伊藤福章君） 内容の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長(森川福藏君） おはようようございます。 

  それでは報告第1号について、ご説明申し上げたいと思います。専決第9号の専決処分書を

ご覧いただきたいと思います。 

  事故の内容でございますが、平成17年11月30日の強風により、横手市上境字外阿摩部にあ

る町有林の杉が根元から倒れ、隣接する民有地の果樹園、リンゴの木に直撃したものでござ

います。果樹園の所有者は、         番地の    氏でございます。 
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  賠償額については、社団法人東北建設協会発行の果樹の伐採補償単価表を参照して算出し

たものでございます。なお、示談については平成17年12月22日に取り交わしてございます。 

  以上のことによって、地方自治法第180条第1項の規定により、専決処分したものでござい

ます。以上報告申し上げます。 

○議長（伊藤福章君） これをもって報告といたします。 

 

 

          ◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（伊藤福章君） 日程第6、議案第1号 平成17年度美郷町一般会計補正予算第9号を上程

し、議題といたします。 

  議案を朗読いたします、事務局長。 

          （事務局長朗読） 

○議長（伊藤福章君） 提案理由並びに内容の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（森川福藏君） 議案第1号についてご説明申し上げたいと思います。6ページをお

開き願いたいと思います。 

  先ほど町長の招集あいさつにもありましたけれども、豪雪による経費でございます。今回

の補正は、降雪が予定した時期よりも早く豪雪状態になったことによって、除排雪費の経費

が不足となりました。また、今後も時期的にはまだ降雪が予想されることから、除排雪に要

する経費を補正するものでございます。 

  8款2項2目でございます。3節の職員手当、時間外勤務手当でございます。7節賃金について

は、除雪運転手の賃金、それから11節につきましては需用費ということで、消耗品費にはカ

ッティングエッジ等の経費を計上してございます。燃料費、除雪機の修繕料を計上してござ

います。 

  12節役務費については、電話料、それから自動車損害保険料、これは除雪機分でございま

す。13節の委託料でございますが、道路除雪委託料でございます。道路維持補修委託料を計

上してございます。 

  14節使用料及び賃借料でございますが、排雪用車両借上料、それから冬期除雪機械借上

料、これについては13節道路除雪委託料との組み替えでございます。 

  これによって補正額が、8,506万5,000円でございます。なお、5ページをお開き願いたいと



－8－ 

 

思います。 

  歳入でございますが、その財源でございますが、交付税の留保分を充当するものでござい

ます。このことによって、交付税の留保額は1億3,492万円でございます。 

  歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ8,506万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ129億4,041万5,000円とするものでございます。以上でございます。 

○議長（伊藤福章君） これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 16番、吉野君。 

○１６番（吉野 久君） ことしの大雪に対しましては非常に速やかに、またきめ細かい対応

をなされたことをまずもって評価するものです。住民によりますと、去年に比べて非常に大

変よい除雪だと喜ばれております。 

  その中で六郷の旧角六線、消雪道路なんですけれども、あの消雪の使われ方なんですが、

夜に水を出しているわけですが、朝になりますと段差ができまして、付近の住民があそこの

道路を「舌かみ道路」と、車で通りますと舌をかむような、そういう状況になるわけです。 

  消雪の使い方につきましては、今後どういうふうに考えているのか、そこら辺お尋ねした

いと思います。 

○議長（伊藤福章君） 建設課長。 

○建設課長（照井一夫君） その件につきましては、あす地元商店街の方々とお話をする予定

でございます。 

  いずれ地下水が不足ということもございまして、その辺の兼ね合いもございますので、そ

れからどうなるか、消雪部分について除雪がいらないのか必要なのか、その辺も具体的に決

まるかと思います。今の段階ではそういうところでございます。 

○議長（伊藤福章君） ほかにありませんか。 

          (「なし」の声あり) 

○議長（伊藤福章君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

          (「なし」の声あり) 

○議長（伊藤福章君） 討論なしと認めます。 

  議案第1号について、これより採決いたします。 

  お諮りします。議案第1号について、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 
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          (「異議なし」の声あり) 

○議長（伊藤福章君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第1号 平成17年度美郷町一般会計補正予算第9号は、原案のとおり決しまし

た。 

 

 

◎閉会の宣告 

○議長（伊藤福章君） 以上で本臨時会に上程されました議案の審議は、すべて終了いたしま

した。 

  会議を閉じます。 

  これをもちまして、平成18年第1回美郷町議会臨時会を閉会します。 

 

(午前１０時１６分) 
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